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特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
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特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
五
十
七
年
広
島
県
訓
令
第
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
福
祉
課
」
を
「
広
島
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
福
祉
課
」
に
改
め

る
。 

 

第
二
条
中
「
相
談
措
置
課
」
を
「
相
談
援
助
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
技
術
振
興
室
」
を
「
農
林
水
産
局
農
水
産
振
興
部
農
業
技
術
課

」
に
、
「
同
室
」
を
「
同
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
中
「
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
水
産
振
興
室
」
を
「
農
林
水
産
局
農
水
産
振
興
部
水
産
課
」
に
、

「
同
室
、
当
該
課
」
を
「
同
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
セ
ン
タ
ー
、
課
又
は
室
」
を
「
課
又
は
セ
ン
タ
ー
」
に
、

「
当
該
セ
ン
タ
ー
、
課
、
課
又
は
室
」
を
「
当
該
課
又
は
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
す

る
。 

 

別
表
第
二
福
祉
保
健
部
総
務
管
理
局
こ
ど
も
家
庭
支
援
室
並
び
に
社
会
福
祉
局
社
会
援
護
室
、
障
害
者
支

援
室
及
び
高
齢
者
支
援
室
の
項
中
「
福
祉
保
健
部
総
務
管
理
局
こ
ど
も
家
庭
支
援
室
並
び
に
社
会
福
祉
局
社

会
援
護
室
、
障
害
者
支
援
室
及
び
高
齢
者
支
援
室
」
を
「
健
康
福
祉
局
総
務
管
理
部
こ
ど
も
家
庭
課
並
び
に

社
会
福
祉
部
社
会
援
護
課
、
障
害
者
支
援
課
及
び
高
齢
者
支
援
課
」
に
、
「
福
祉
保
健
部
社
会
福
祉
局
地
域

福
祉
室
」
を
「
健
康
福
祉
局
社
会
福
祉
部
地
域
福
祉
課
」
に
改
め
、
同
表
県
民
生
活
部
総
務
管
理
局
青
少
年

・
地
域
安
全
室
及
び
福
祉
保
健
部
総
務
管
理
局
こ
ど
も
家
庭
支
援
室
並
び
に
福
山
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局

福
祉
課
及
び
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
備
北
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
の
項
中
「
県
民
生
活
部
総

務
管
理
局
青
少
年
・
地
域
安
全
室
及
び
福
祉
保
健
部
総
務
管
理
局
こ
ど
も
家
庭
支
援
室
並
び
に
福
山
地
域
事

務
所
厚
生
環
境
局
福
祉
課
及
び
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
備
北
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
」
を

「
環
境
県
民
局
総
務
管
理
部
県
民
活
動
課
及
び
健
康
福
祉
局
総
務
管
理
部
こ
ど
も
家
庭
課
並
び
に
広
島
こ
ど

も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


